
平成２７年の一年間において、

当消防組合管内では５２件の火災が発生

しました。なかでも建物火災が３２件と全体

の６２％を占めています。

これからの季節は枯れ草火災に注意！

屋外での野焼きは原則禁止されています！

害虫駆除のための野焼きは市町村の担当課へご相談ください。

消防署への「届出」も忘れずに！
枯れ草焼却では、
・ 急に風向きが変わり、思わぬ方

向に延焼拡大します。

・ 火の回りが異常に早いです。

・ 日光にさえぎられ、火の所在がわ

からない場合があります。

以上のことに注意が必要です。

※届出をしていても煙等による苦情があった場合、焼却作業をやめていただくことがあります。

（近年は焼却等における苦情の通報が増えています。）

多くの火災はちょっとした不注意が原因で発生しています！！

一人ひとりが防火を心がけ、尊い生命と貴重な財産を火災から守るため、

住宅用火災警報器の設置と適切な維持管理をお願いします！
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平成２７年一年間の火災発生状況

【 裏面もご覧ください 】

【問合せ】 須賀川地方広域消防組合 消防本部予防課 ℡ 0248-76-3114



すべてのご家庭に

住宅用火災警報器の設置と

適切な維持管理を！

【問合せ】 須賀川地方広域消防組合 消防本部予防課 ℡ 0248-76-3114

平成１８年６月１日からすべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務づけられ、９年が

経過し電池切れの時期をむかえます。誤作動防止のためにも本体交換と定期的な作動確認

をしましょう！


